
インボイス制度

セミナー＆相談会

いよいよ来年10月から

インボイス制度が始まります。

今知っておくべき・準備すべきことを

２つのテーマで分かりやすく

解説します。

（各テーマ２回ずつ・計４回開催）

秋田県よろず支援拠点 ＆ 東北税理士会秋田県支部連合会

「消費税制度から学ぶ

インボイス発行事業者の

登録はするべきか？」
フリーランス、消費税申告未経験の方向け

☎ 018-860-5605

お申込みは裏面をご利用ください

「インボイス制度とは？

今と何がどう変わるのか？」
事業者登録をしようとしている方向け

秋田県よろず支援拠点

会場

秋田県庁第二庁舎3階31会議室

令和 ４年 ８月 ９ 日 (火 )

令和 ４年 １ ０ 月 ６ 日 (木 )

(公財)あきた企業活性化センター内 (〒010-8572 秋田市山王三丁目１−１)

令和 ４年 ９月 ９ 日 (金 )

令和 ４ 年 １ １ 月 ８ 日 ( 火 )

プログラム（共通）

13:30～
13:45 (15分)

よろず支援拠点の
ご紹介

13:45～
14:45 (60分)

税理士による
セミナー

14:45～
15:00 (15分)

質疑応答

15：00～
16：00 終了まで

個別相談
※事前予約された方のみ

テーマ①

テーマ②

参加
無料

各回

定員
20名

お問合せ先

※無料駐車場あり

混み合う場合がありますので御注意ください。



インボイス制度セミナー＆相談会 申込書

貴社名

所在地
〒

参加者所属部課

参加者 職氏名 役職： 氏名：

連絡先 電話：

E-mail（任意）

参加を希望する
テーマ・実施日

※いずれかに
チェック を
お願いします。

①消費税制度から学ぶ インボイス発行事業者の
登録はするべきか？

□ ８月 ９日(火)

□１０月 ６日（木）

②インボイス制度とは？今と何がどう変わるのか？

□ ９月 ９日（金）

□１１月 ８日（火）

個別相談の有無

※いずれかに〇印を
お願いします。

希望する ／ 希望しない

【注意事項】
個別相談のご希望を多数いただいた場合、先着順とさせていただく場合があります。
あらかじめご了承ください。

公益財団法人あきた企業活性化センター 秋田県よろず支援拠点 行

ＦＡＸ番号：０１８－８６３－２３９０ または
メール：akita.yorozu@bic-akita.or.jp までお送りください。

【申込期限：各開催日の３日前まで（土日・祝日をのぞく）】

mailto:akita.yorozu@bic-akita.or.jp

